
 

青森県地球温暖化対策推進協議会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１ 青森県における地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下

「法」という。）第 22条に基づく地方公共団体実行計画協議会として青森県地球温暖化対策推進

協議会（以下「推進協議会」という。）を設置する。 

 

（構成） 

第２ 推進協議会は、委員１５人以下をもって構成する。 

２ 委員は、学識経験者等から知事が委嘱する。 

３ 推進協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

４ 会長が不在のときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 

 

（委嘱期間） 

第３ 委員の委嘱期間は、委嘱の日から２年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は再任することができる。 

 

（所管事項） 

第４ 推進協議会は、法第 21 条に規定された地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定等に係

る協議を行う。 

２ 推進協議会は、法第 21 条に規定された地方公共団体実行計画（区域施策編）の進捗状況の評

価及び必要に応じた連絡調整を行う。 

３ 前２項に定めるもののほか、推進協議会は、次に掲げる事項を行う。 

（１）気候変動適応法第 12 条に規定された地方公共団体における地域気候変動適応計画の策定等

に係る協議 

（２）気候変動適応法第 12 条に規定された地方公共団体における地域気候変動適応計画の取組状

況の共有 

 

（会議） 

第５ 推進協議会の会議は、環境生活部長が招集する。 

２ 推進協議会の会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 推進協議会は、必要により議事に関係のある者の意見及び説明を聴取することができる。 

 

（部会） 

第６ 推進協議会は、必要があると認めるときは、部会を設置することができる。 

２ 部会は、推進協議会委員及び検討テーマに関連する分野の有識者等をもって構成することがで

きる。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

 

（庶務） 

第７ 推進協議会の庶務は、環境生活部環境政策課において処理する。 

 

（その他） 

第８ この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は環境生活部長が定める。 



 

 

附則 

 この要綱は、平成２２年 ３月２９日から施行する。 

  附則 

 この要綱は、平成２８年 ７月１１日から施行する。 

  附則 

 この要綱は、令和 ３年 ４月２８日から施行する。 

 


